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第１章 計画改定の基本的な考え方                       

１ 計画改定の趣旨 

本計画は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号。以

下「法」という。）第８条第１項及び第２項の規定により、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する本県の基本的な方針を定めるものです。 

また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31

号）（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条の３の規定による配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な方針として定めるものです。 

「福島県ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護・支援のための基本

計画」（以下「ＤＶ防止基本計画」という。）第４次改定版が令和６年度をもって終了

するに当たり、本県における現状と課題、関係法令の改正や社会情勢の変化等を踏ま

え、県全体の女性支援及びＤＶ対策を一層推進するとともに、より効果的な支援を行う

ため、ＤＶ防止基本計画第５次改定を本計画と一体化し、改定を行います。 

 

（１）これまでの経緯 ― 保護更生から自立に向けた支援へ ― 

 法成立以前の女性への支援は、改正前の売春防止法（昭和31年法律第118号。以下

「旧売春防止法」という。）第４章の規定に基づく婦人保護事業により行われ、同法

第34条第３項において定義される「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女

子」（以下「要保護女子」という。）の「保護更生」を目的とするものでした。 

  婦人保護事業は旧売春防止法に基づく婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設を中

心に行われてきましたが、「要保護女子」の背景には、貧困、暴力被害、性暴力や性

的虐待、性的搾取などの性的な被害、障がいや疾病などの様々な困難があり、「保護

更生」の視点のみではなく、婦人保護の現場ではこうした問題に向き合いながら支援

を行ってきました。 

  また、平成13年にＤＶ防止法が施行されてからは、配偶者等からの暴力を受けた被

害者の保護や支援を婦人保護事業で行うようになり、さらに平成16年策定の「人身取

引対策行動計画」（「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」策定）における被害

者の保護、平成25年のストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81

号。以下「ストーカー規制法」という。）で明記されたつきまとい等、暴力や性的搾

取などの被害者に対する支援を婦人保護事業で行ってきました。 

  しかし、「保護更生」を目的とした旧売春防止法においては、困難な問題を抱える

女性の人権の擁護、福祉の増進や自立支援等の視点は不十分であり、複雑化、多様

化、複合化した困難な問題を抱える女性への支援には限界があるため、抜本的な見直

しが求められてきました。 

  平成30年７月には厚生労働省で「困難な問題を抱える女性への支援の在り方に関す

る検討会」が開催され、令和元年10月に取りまとめられた「困難な問題を抱える女性

への支援の在り方に関する検討会中間まとめ」では、婦人保護事業の支援対象者の拡

大や旧売春防止法を制度的根拠とすることの限界が改めて指摘され、若年女性への対
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応や性的な被害からの回復支援など、時代とともに多様化した困難な問題を抱える女

性を対象とし、相談から保護、自立支援までの専門的な支援を包括的に提供すること

や行政機関・民間団体・関係機関を通じた多機関における連携・協働による早期か

つ、切れ目のない支援の必要性が示されました。 

 

（２）新たな女性支援に向けた法制度の整備 

  このような状況の中、令和４年５月、旧売春防止法の「保護更生」から脱却し、困

難な問題を抱える女性の人権を尊重し、女性が安心して、かつ自立して暮らせる社会

の実現を目的とした「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立し、令

和６年４月に施行されることとなりました。 

   また、令和５年３月には「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する

基本的な方針」（令和５年３月29日厚生労働省告示第111号。以下「基本方針」とい

う。）が公示されました。 

   本県においては、新たな法の下、基本方針の内容を受け、困難な問題を抱える女性

への支援の必要性について普及啓発し、市町村や民間団体、地域の関係機関と県女性

のための相談支援センター（以下「女性センター」という。）、女性相談支援員が連

携し、「相談」「保護」「自立支援」ができる相談支援体制の構築と環境整備を行う

ため、令和５年度に本計画の策定を行いました。 

 

（３）ＤＶ防止法と県の取組 

平成13年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整

備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とし

て、ＤＶ防止法が制定され、保護命令の制度や、都道府県の配偶者暴力相談支援セン

ター（以下「ＤＶセンター」という。）による相談や一時保護等の業務が開始されま

した。 

その後、配偶者からの暴力の定義の拡大や、保護命令の制度の拡充、児童虐待対応

時にＤＶセンターが相互に連携・協力すべき機関として児童相談所を法文上明確化す

るなどの改正が行われてきました。 

さらに、令和５年５月には、保護命令の期間伸長や、重篤な精神的被害を受けた場

合への対象拡大等の改正が行われるとともに、被害者の自立支援のための施策や国・

地方公共団体・民間の団体の連携・協力について、都道府県基本計画への記載の義務

や、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会の法定化が明記される

などの大幅な改正が行われました。県においては、ＤＶ防止法第２条の３の規定によ

り、平成１８年３月に「ＤＶ防止基本計画」を策定し、以降４回の改定を行いなが

ら、計画に基づき、被害者の相談、保護、支援及び啓発などの施策を推進してまいり

ました。 

ＤＶ防止基本計画第４次改定版が令和６年度をもって終了するに当たり、ＤＶ防止

基本計画第５次改定を本計画と一体化し、改正を行います。 
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２ 本計画における支援対象者 

法第２条では、「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社

会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な

問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）をいう、とされており、本計画に

おける支援対象者の定義も同様とします。 

なお、ＤＶ防止法第１条各項で定義される被害者である女性も本計画における支援対

象者となっております。 

また、ＤＶ被害者の多くは女性ですが、同性カップル間の暴力や被害者が男性の場合

もあることから、ＤＶ被害者を対象とする項目については、このような被害者も支援対

象者とします。 

 

３ 計画の位置付け 

この計画は、法第８条に規定される「都道府県における困難な問題を抱える女性への支

援のための施策の実施に関する基本的な計画」及びＤＶ防止法第２条の３に規定される

「都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画」として策定するもので、「福島県総合計画」、「ふくしま男女共同

参画プラン」等、県の各種計画と整合性を図った計画です。 

 

４ 計画の期間 

 この計画の期間は、令和６年度から令和10年度までの５年間とします。 

 また、本計画と一体化するＤＶ防止基本計画第５次改定の計画の期間についても、終期

を同じとするため、令和７年度から令和10年度までの４年間とします。 

 

５ 計画推進のための支援体制 

この計画推進にあたり、県と市町村は、国とともに法第３条の基本理念にのっとり困

難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務があると法第４条に規

定されています。また、ＤＶ防止法第２条においても同様に、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援することを含む）を図る責務を有す

ると規定されています。 

ついては、「女性相談支援センター」「女性相談支援員」「女性自立支援施設」 

「ＤＶセンター」が中心となり、市町村や民間団体、関係機関と連携を図り、困難な問

題を抱える女性やＤＶ被害者の自立を支援していくこととされています。 

 

（１）県の役割 

・ 女性支援及びＤＶ防止・被害者支援事業に当たり中核的な役割を果たし、支援の

積極的かつ計画的な実施及び民間団体や関係機関の活動との連携、調整を図りま

す。 

・ 市町村が実施する困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者への支援が円滑に進むよ

う、情報提供や助言等の支援を行います。 
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  ・ 県保健福祉事務所は、女性相談支援員を中心に相談支援を行うほか、市町村の取

組に対し、助言や指導等を行います。 

（２）市町村の役割 

・ 支援対象者にとって、最も身近な相談先としての役割を果たすとともに、自立の

ために必要な支援の包括的な提供、他機関や他自治体等への繋ぎを行うなど関係機

関との緊密な連携を図ります。 

  ・ 困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者への相談窓口の周知や市町村基本計画の策

定、支援調整会議や協議会及び女性相談支援員の配置に努めます。 

  ・ 民間団体の自主性を尊重しつつ、民間団体が実施する困難な問題を抱える女性や

ＤＶ被害者に関する活動について必要な援助に努めます。 

（３）女性センターの役割 

（女性相談支援センター・女性自立支援施設） 

・ 困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応じるとともに問題に応じた適切

な相談窓口を紹介します。 

・ 法律や医療など専門的な問題については、各分野の専門家から女性相談担当職員

や女性相談支援員が助言を受け、適切な支援を行います。 

  ・ 困難な問題を抱える女性及び同伴家族の安全の確保及び一時保護・長期保護を行

い、女性の心身の健康回復を図るため、医療的又は心理的な援助等を行います。 

  ・ 一般的な生活力を身につける支援や、各種サービス利用の手続き支援、金銭管理

支援等を行い、自立を促進するための生活支援をします。 

 ・ 同伴児童について、学習、生活支援及び心身のケアを行います。 

・ 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用に関す

る情報提供、助言、民間団体や関係機関との連絡調整等の援助を行います。 

（４）女性相談支援員の役割  

  ・ 最も身近に相談できる支援機関に属する者として、支援への入り口の役割を果た

し、困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者について、丁寧な相談対応を行った上

で、アセスメントを行い、支援対象者の意思決定を支援します。 

  ・ 児童福祉、母子保健、障がい者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等

の実施機関と連携して各種手続きに関する支援等を実施し、支援対象者の自立を促

進するよう適切な支援に繋ぎます。 

（５）民間団体の役割 

  ・ 民間団体の特長を生かし、県及び市町村と対等な立場で協働し、互いの活動を補

完しながら、困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者への支援を行います。 

  ・ 地域における生活の再建等など、行政機関のみでは対応が行き届きにくい支援を

実施します。 

（６）関係機関の役割（児童相談所、警察、弁護士、医療機関、教育委員会、学校、 

裁判所、母子生活支援施設、ハローワーク等） 

・ 女性をめぐる課題は性被害、経済的な困窮、障がい、家族関係破綻、孤立・孤独

など多様化、複雑化、複合化していることやＤＶ被害者の支援においては、自立の

ために必要な支援についても多岐の分野にわたることが多いため、各関係機関が専
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門性を生かした相談支援を行うとともに緊密な連携を図ります。 

（７）ＤＶセンターの役割 

  ・ 県及び市のＤＶセンターは、相談対応や女性相談支援員・相談を行う機関を紹介

します。 

  ・ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護を行います。 

  ・ 保護命令制度の利用や自立生活への促進、被害者を居住させ保護する施設の利用

について、情報提供や助言、関係機関との連絡調整等の援助を行います。 

  ・ ＤＶセンターのうち女性センターは、被害者女性の心身の健康回復のための医学

的・心理学的な支援等を行います。 
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仕事にも携わるが、家庭生活等を優先

家庭生活等と仕事を同じように両立

家庭生活等にも携わるが、あくまで仕事を優先

家庭生活等よりも、仕事に専念

図１ 「女性及び男性の望ましいと思う生き方」に対する回答

女性の生き方 男性の生き方

第２章 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者への支援の現状                             

１ 女性を取り巻く社会的背景 

法第１条では「この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であるこ

とにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性

の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定め

ることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊

重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的

とする。」とされています。 

  「女性が女性であることにより様々な困難な問題に直面する」ことについては、様々な

女性をとりまく社会的背景が影響しています。 

  新型コロナウイルス感染拡大は、女性の従事者が多い飲食業などのサービス業が大き

な影響を受け、非正規雇用者の収入減やシングルマザーの失業率が上昇する等、経済状況

の悪化から男性に比べて女性の雇用や賃金の格差拡大、自殺者数の増加に影響を与えた

可能性があると言われています。 

  このように、大きな災害発生等、社会情勢に大きな変動が起きる際には女性をめぐる困

難な問題が顕在化しますが、その背景にある社会的な問題を踏まえた支援体制の整備が

必要になります。 

（１） 女性に関する県民の意識 

   「男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書」(令和２年３月福島県) 

によると、男性・女性それぞれの生き方として望ましいと思うのは、どのような生き

方か、１つだけ答える設問に対して、男女とも「家庭生活又は地域活動と仕事を同じ

ように両立させる」という答えが最多となっています。２番目に多かったのは、男性

の生き方では「家庭生活又は地域活動にも携わるが、あくまで仕事を優先させる」で

あったのに対し、女性の生き方では「仕事にも携わるが、家庭生活又は地域活動を優

先させる」となっており、性別による望ましい生き方として、男性は仕事優先、女性

は家庭生活及び地域活動優先という傾向がみられます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(％) 

 

※家庭生活等 ＝ 家庭生活又は地域活動をいう 
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図２ 年齢階級別有業率
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福島県 福島県 全国 全国 福島県 福島県 全国 全国

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

図３ 年齢階級別雇用者に占める正規・非正規の割合

15～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上

（２） 雇用と経済状況 

 本県の女性の有業率は、全国と同様に２４歳以下の年齢階級を除き、どの年齢階級別

でも男性に比べて低い状況にあります。また、年齢階級別の正規雇用・非正規雇用の割

合では、本県・全国ともに、全ての年齢層において女性の正規雇用の割合が男性の正規

雇用の割合を下回っています。また、女性については、有業率が高い２０代において非

正規雇用の割合は３割を超え、その後、年齢層が高くなるほど上昇し、５０代後半では

６割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考「令和４年就業構造基本調査結果の概要」より作成。 

備考「令和４年就業構造基本調査結果の概要」より作成。 

(％) 

 

(％) 
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本県の女性の賃金は、いずれの年代でも男性を下回っていますが、特に、３０代後半

から６０代の幅広い世代で男性の賃金の８割に満たない水準にあり、５０代では男性

の賃金の７割にも満たない水準となっています。 

女性に家事・育児・介護が集中すること、もしくは将来的に家事・育児・介護を担う

ことを想定して職業選択を行うことで経済的な自立ができないと、長い人生の中で生

じ得る様々な出来事に対応できなくなるリスクがあると考えられます。 

 

  

99%

90% 88% 86%
77%

73%
72%

66% 69% 77% 79%

91%
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60%
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4,000

5,000

6,000

7,000

図４ 福島県における男女の賃金格差

女性 男性 男性の所定内給与額を100とした時の女性の所定内給与額の割合

年収 

（千円） 

備考「令和５年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）より作成。 
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（３） 暴力及び性暴力等による被害の状況 

○ 女性に対する暴力について、内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」

(令和６年３月)によると、全国女性の約４人に１人が配偶者からの暴力、約５人に

１人が交際相手からの暴力の被害経験があると回答しています。 
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配偶者からの被害経験の有無

図５ 配偶者からの被害経験の有無〔女性〕

何度もあった １、２度あった 全くない 無回答
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図６ 配偶者からの被害経験の有無〔男性〕

何度もあった １、２度あった 全くない 無回答
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85.5
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80.1
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1.4

1.9
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男性（ 923人）

女性（1,189人）

総数（2,112人）

図７ 交際相手からの被害経験の有無

あった なかった 無回答

(ｎ=1,050) 

(ｎ=788) 



第２章 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者への支援の現状        

10 

 

 ○ 配偶者等暴力に関する相談件数について、内閣府「配偶者暴力相談支援センター

における相談件数等」によると、本県及び全国ともに、令和２年度に過去最多とな

り、以降も高水準で推移しています。また相談者の性別を見ると、女性が圧倒的に

多く、９割以上が女性からの相談となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 犯罪被害者の状況（全国）について、法務省「令和５年版犯罪白書」によると、

強制性交等、強制わいせつ（令和５年７月 13 日以後は不同意性交、不同意わいせ

つ）の被害者の 9 割以上が女性となっています。 

1,458 
1,602 

1,961 

1,747 1,818 1,879 

19 25 32 16 15 51 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

図8-1 福島県

女性 男性

112,076 
116,374 

125,916 
119,334 

118,946 

123,274 

2,405 2,902 
3,575 

3,147 
3,211 

3,340 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

図8-2 全国

女性 男性

図８ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談の男女別相談件数 

(件) (件) 

表１ 

法務省「令和５年版犯罪白書」より

認知件数 被害発生率 認知件数 被害発生率 認知件数 被害発生率 認知件数 被害発生率

30 1251 1.9 56 0.1 5152 7.9 188 0.3

元 1355 2.1 50 0.1 4761 7.3 139 0.3

2 1260 1.9 72 0.1 3995 6.2 159 0.3

3 1330 2.1 58 0.1 4111 6.4 172 0.3

4 1591 2.5 64 0.1 4503 7.0 205 0.3

年次

強制性交等・強制わいせつ 認知件数・被害発生率の推移

女性 男性

強制性交等

女性 男性

強制わいせつ

注　１ 警視庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。

　　２ {被害発生率}は、人口10万人当たりの認知件数（男女別）をいう。

　　３ 一つの事件で複数の被害者がいる場合は、主たる被害者について計上している。

　　４ 男性の「強制性交等」は、刑法の一部を改正する法律（平成29年法律第72号）が施行

            された平成29年7月13日以降のものである。

表１ 強制性交等・強制わいせつ 認知件数・被害発生率の推移 
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図９ 私事性的画像に係る事案の相談等件数

女性 男性

〇 SNS やインターネットの普及により、性的な画像を公表されたり、公表すると脅

されたりするなどの性的な被害も増加しており、警察への私事性的画像に係る事案

（リベンジポルノ等）の相談件数（全国）は平成２９年以降継続して増加してきて

おり、被害者の 8 割以上が女性となっています。※1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 このように、女性は様々な暴力及び性暴力や性的虐待、性的搾取等による性的な被

害を受けることが多く、こうした被害を未然に防ぐことや被害を受けた女性への支

援が必要です。 

 

（４） 「予期せぬ妊娠」による困難な問題 

〇 「予期せぬ妊娠」により、困難な問題を抱えることになる女性は多くいます。「予

期せぬ妊娠」は「様々な事情により妊婦やそのパートナーが妊娠を継続することやこ

どもを産み育てることを前向きに受け止められず、支援を必要とする状況や状態に

あること」と定義されています。※2 

〇 家族からの性暴力やドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。）を受

けていた、同意なしに性行為をされた、避妊に協力してもらえなかった、避妊に失敗

をした等の事情で妊娠し、誰にも相談できずにひとりで悩みを抱える女性がいます。 

  〇 仕事の継続や経済的な問題、暴力、性暴力や性的搾取の性的な被害を受けている状

況から逃れられない等の様々な問題を抱えているにも関わらず、妊娠の継続や中絶、

                                                      

※1 警察庁生活安全局人身安全・少年課、刑事局捜査第一課「令和５年におけるストーカー事案、配偶者

からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」 
※2 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会「子ども虐待による死亡

事例等の検証結果等について(第 13 次報告)」 

(件) 



第２章 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者への支援の現状        

12 

 

出産に向けた準備等について相談をすることや支援を受けることができない女性が

います。 

特に１０代での妊娠は「学校を辞めなくてはいけないかもしれない」「怒られるか

もしれない」等と、同居している親や家族にも言えずに問題を抱えたまま時間が過ぎ

てしまうこともあり、深刻な事態を招くこともあります。※3 

厚生労働省管轄の会議である「第５回自殺総合対策の推進に関する有識者会議」

（令和３年 12 月６日開催）のヒアリング資料として、日本産婦人科医会から提出さ

れた資料によると、妊産婦の自殺に関する調査結果から、妊婦の自殺者数では、妊娠

に気づく時期である２か月目が最も多く、「予期せぬ妊娠」が大きな要因と考えられ

る、とされています。 

〇 こどもの虐待との関連では、「こども虐待による死亡事例等の検証結果等につい

て（第20次報告）」によると、心中以外の虐待死で実母が妊娠期・周産期に抱えて

いた問題として「予期しない妊娠/計画していない妊娠」が最も多い状況にあること

から、「予期せぬ妊娠」を継続した（継続せざるを得なかった）場合、妊婦の自殺

のリスクや出産したこどもへの虐待のリスクが高まる可能性があります。 

〇 「予期せぬ妊娠」の結果、産まないことを選択した場合に取らざるをえない対応

として、人工妊娠中絶がありますが、人工妊娠中絶は女性にとって身体的にも精神

的にも大きな負担となります。 

「衛生行政報告例」（厚生労働省）によると、本県の人工妊娠中絶率は、これまで

全国平均よりも高い水準で推移していましたが、令和４年度以降全国平均を下回っ

ています。 

 

                                                      
※3 公益社団法人母子保健推進会議 予期せぬ妊娠に対する相談体制の現状と課題に関する調査研究会 

「予期せぬ妊娠に対する相談体制の現状と課題に関する調査研究報告書 平成 31 年３月」（平成 30 年

度 子ども・子育て支援推進調査研究事業） 
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図１０ 人工妊娠中絶実施率の推移

福島県 全国
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 〇 このように、「予期せぬ妊娠」は女性の精神面、身体面の健康や社会生活上に大き

な影響を与え、誰にも相談できないままに女性やそのこどもの生命に関わる深刻な事

態となる危険性があり、相談しやすい体制や安心して出産や育児ができる体制を整備

していくことが必要といえます。 

 

（５）  困難な問題を抱える若年女性 

〇 困難な問題を抱える女性の中には、性暴力・性被害、ＤＶ、虐待、貧困、いじめ、

仕事や学校に行きたくない、親に言えない悩みがある、居場所がない、寂しい、悲し

い、辛い、死にたいなど、苦しさの原因が何なのかもよく分からないまま、SOS が

出せなかったり、生きづらさを抱えている少女や若い女性たちがいます。 

SNS の普及により、居場所のない少女や若い女性が様々な情報とつながって家出

をするなどして移動し、暴力や性的搾取等の性的な被害の被害者や、生命に関わる事

件の被害者となることもあります。また、「予期せぬ妊娠」により困難な状況となる

女性もいます。 

〇 こうした様々な困難を抱えた若年女性については、悩みを抱え込む傾向が強く、相

談や支援につながりにくいといわれています。困難な問題を抱える若年女性は、それ

までの経験から他者を信用できず、自分の経験や気持ちを言語化することが苦手な

ことがあります。そのため、「大人」が対応する公的な相談機関に相談することへの

ハードルを高く感じ、相談できること、支援を受けられること自体を知らないことも

あります。 

〇 困難な問題を抱える若年女性の相談支援を行うためには、当事者からのアプロー

チを待つだけではなく、支援者側からの声掛けや居場所づくりなど、アウトリーチに

よる支援が必要とされています。若年層が利用しやすいコミュニケーション方法の

活用や、より世代の近い当事者性の高い支援者の関わりが効果的と言われており※4、

こうした支援を行っている民間団体と公的機関の連携による支援が必要とされてい

ます。  

                                                      
※4 「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研究」ワーキングチーム「困難な問題を

抱える若年女性に対する支援スタートアップマニュアル〔第 1.0 版〕令和４年３月」参照） 
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図11 配偶者からの暴力事案等の相談等状況（全国）

2 ＤＶ被害に関する社会的背景 

 ＤＶは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。 

ＤＶは、外部からその発見が困難な家庭内において行われることが多いため、潜在化

しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄い傾向にあるため、周囲も気付かないうちに暴

力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。 

本章１（３）に記載したとおり、全国女性の約４人に１人が配偶者からの暴力、約５

人に１人が交際相手からの暴力の被害経験があると回答しており、ＤＶセンターにお

ける相談件数の 9 割以上が女性からの相談となっています。 

また、警察への配偶者からの暴力事案等の相談は増加傾向※5にあり、被害者の性別を

みると、令和５年は女性が 72.1％、男性が 27.9％となっており、図８-１、８-２で記

載したＤＶセンターにおいても、男女別の相談内訳は、令和５年は女性が 97.4％、男性 

2.6％（福島県内のＤＶセンターの割合も同様）となっています。 

このようにＤＶ被害者は、多くの場合女性であり、配偶者等が暴力を加えることは、

個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。 

一方で、男性からの相談も一定数存在することや同性カップル間の暴力、被害者が男

性、外国人、障がい者などの場合があること、暴力の形態には身体的・精神的・経済的・

性的なものなど多様な形があり得ることにも留意が必要です。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、ＤＶを防止

し、被害者を保護するための不断の取組が必要です。 

ＤＶ被害者が加害者から逃れるには、心理的、経済的な支援に加え、安全を確保する

ための警察や司法による支援が必要であり、さらに安全に地域で生活するためには、住

居の確保、医療、保育所や学校に係る支援等が必要になります。 

このような認識に立ち、ＤＶを防止し、被害者を保護し、安全を確保した上で、地域

で再び生活するための施策を一層進めていく必要があります。 

 

 

 

  

                                                      

※5 警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況

について」参照 
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３ 福島県全体の相談対応状況 

 （１）女性相談支援員による相談対応状況 

   家族関係の破綻、配偶者等からの暴力、ストーカー被害など、様々な問題を抱える

女性への相談対応は、女性センターや県保健福祉事務所、福島市・郡山市・会津若松

市・喜多方市・いわき市の各市福祉事務所に配置された女性相談支援員が行っていま

す。 

   これら相談機関の令和５年度の相談件数は、県全体で5,493件であり、平成30年度

の相談件数4,812件に比べて増加傾向にあります。相談機関種類別に相談件数の推移 

をみると、特に、市福祉事務所での相談件数が、平成30年度の2,396件から、令和５

年度には3,234件となり大幅に増加しています。 
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797 890 903 876 832 898 

2,396 

2,834 3,006 2,960 
3,196 3,234 

4,812 
5,043 

5,220 5,124 

5,465 5,493 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

図12 女性相談支援員の相談件数（相談機関種別の推移）
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相談内容（主訴）をみると、令和５年度では「夫等からの暴力」が1,591件で最も多

く29.0％を占めています。他に「離婚問題」が1,041件（19.0％）、「家庭不和」が287

件（5.2％）、「精神的問題」が409件（7.4％）、「親からの暴力」が110件（2.0％）、「生

活困窮」が95件（1.7％）などどなっており、近年、同様の傾向で推移しています。 

配偶者等からの暴力や性的な被害以外に、家庭の状況に起因する相談や社会・経済

的な相談、病気など女性が抱える悩みに関する様々な相談が寄せられています。 

 

      H30 H31 R2 R3 R4 R5 

人
間
関
係 

夫
等 

夫等からの暴力 1,287 1,322 1,843 1,665 1,813 1,591 

薬物中毒・酒乱 1 3 13 1 2 0 

離婚問題 876 1,121 820 837 875 1,041 

その他（夫等） 231 219 246 222 164 215 

子
ど
も 

子どもからの暴力 39 31 50 33 48 23 

養育困難 18 11 10 16 17 16 

その他（子ども） 187 331 199 252 291 279 

親
族 

親からの暴力 77 101 135 180 167 110 

その他の親族からの暴力 50 27 44 41 43 47 

その他（親族） 177 170 160 170 197 167 

交
際
相
手 

交際相手からの暴力 58 40 67 44 34 47 

同性間の交際相手からの暴力 0 0 0 0 1 1 

その他（交際相手） 27 32 23 17 32 28 

その他の者からの暴力 58 35 19 9 21 53 

男女問題 45 60 44 49 22 12 

ストーカー 37 18 27 17 25 15 

家庭不和 366 352 361 312 382 287 

その他 346 410 347 471 386 374 

計 3,880 4,283 4,408 4,336 4,520 4,306 

経
済
問
題 

生活困窮 119 144 111 90 125 95 

サラ金・借金 11 9 18 15 18 40 

求職 48 39 40 47 52 55 

その他（経済問題） 99 92 122 118 155 188 

計 277 284 291 270 350 378 

医
療
問
題 

病気 28 27 30 70 62 83 
精神的問題 355 254 314 243 352 409 
妊娠・出産 33 26 12 23 15 35 
その他（医療問題） 21 24 24 38 32 51 
計 437 331 380 374 461 578 

そ
の
他 

住居問題 146 108 105 117 92 188 

帰省先なし 72 34 34 27 34 42 

不純異性交遊 0 0 0 0 0 0 

売春強要 0 0 1 0 7 1 

ヒモ・暴力団関係者 0 2 0 0 0 0 

５条違反 0 0 0 0 0 0 

人身取引 0 0 1 0 1 0 

その他 0 1 0 0 0 0 

計 218 145 141 144 134 231 

合計 4,812 5,043 5,220 5,124 5,465 5,493 

表２ 相談件数（相談内容：主訴別） 
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（２）ＤＶセンターによる相談対応状況 

   ＤＶセンターは県内に９箇所設置しており、女性センター、県保健福祉事務所、男

女共生センター、郡山市が相談対応等の業務を行っています。 

   配偶者等間の暴力に関する令和５年度の相談件数は、県内のＤＶセンター全体で

1,930件であり、令和２年度に次ぐ相談件数となり、近年増加傾向にあります。 

   また、令和５年度の相談の内訳は、電話1,058件（54.8％）、来所799件（41.4%）、

その他73件（3.8％）となっており、例年、電話での相談が半数以上を占めています。 

なお、ＤＶセンターによる相談件数は、ＤＶセンターが受け付けたＤＶに関する相

談を集計しており、女性相談支援員による相談件数に含まれています。 
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（３）関係機関による相談対応状況 

○ ＳＡＣＲＡふくしま（性暴力等被害救援協力機関）における相談対応状況 

  ＳＡＣＲＡふくしまは、公益社団法人ふくしま被害者支援センター、福島県産婦

人科医会、福島県警察、福島県、福島県教育委員会の五者が連携・協力をして、性

暴力等の被害に遭われた方々の支援にあたるネットワークです。 

公益社団法人ふくしま被害者支援センターの支援員が性暴力等被害（不同意性

交、不同意わいせつのほかＤＶ、性的虐待等を含む。）に関する相談対応を行って

いますが、相談者としては、約８割が女性となります。 

 

 
 

○ 福島県男女共生センターにおける相談対応状況 

福島県男女共生センター相談室では、生活全般の悩みや問題について、専門の相

談員が電話及び面接において相談を受けていますが、この内６割程度が女性からの

相談となっています。 
 

表３ 福島県男女共生センター相談室の相談件数 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

（出典：福島県男女共生センター 相談統計情報） 
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（出典：ＳＡＣＲＡふくしま支援状況推移） 
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（４）民間団体による相談対応状況 

○ 困難な問題を抱える女性への支援活動を主として行う民間団体の相談件数 

困難な問題を抱える女性への支援活動を主として行っている民間団体において

も、電話や面接による相談支援を行っており、多様な背景をもつ相談者の対応にあ

たっています。 

 

 

 

 

 

 

  

表４ 女性支援を行う民間団体の相談件数 

 

年度 件数 備考 

令和４年度 1,056 件 （民間団体 ２箇所） 

令和５年度 1,122 件 （同上） 

  

※上記は「東日本大震災による女性の悩み・暴力相談事業」の相談件数を計上している。 
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４ 一時保護の状況 

   ＤＶ被害者等、保護の必要が生じた女性及び同伴家族については、女性センターにお

いて一時的に保護し、自立に向けた助言や支援を行っています。なお、一時保護を行う

施設の所在地は非公表とされています。 

   令和５年度の新規の一時保護利用の保護女性は30人で、同伴家族が27人となっていま

す。  

 

 

 

 

  

※前年度継続者を含む 
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  〇 利用理由 

 一時保護利用の理由では、「夫等からの暴力」が21人（70.0％）で最も多く、次い

で「帰住先なし」４人（13.3％）等となっています。   

〇 利用者の年齢区分 

一時保護を利用した女性の年齢区分をみると、「30～39歳」９人（30.0％）、次

いで「40～49歳」７人（23.3％）となっています。 

１０代から６０代以上まで、幅広い年齢層の女性が利用している状況です。 

   〇 同伴家族の年齢区分 

一時保護を利用した女性の同伴家族の年齢区分をみると、「幼児」が12人

（44.4％）、次いで「小学生」が８人（29.6％）となっています。 

〇 利用終了後の処遇 

一時保護利用終了後の処遇としては、「女性自立支援施設」入所16人（51.6％）

で最も多く、次いで「帰宅」８人（25.8％）となっています。 

 

表５ 一時保護の利用理由 

利用理由 人数 割合 

夫等からの暴力 ２１人 ７０.０% 

帰住先なし ４人 １３.３% 

子どもからの暴力 １人 ３.３% 

その他親族からの暴力 １人 ３.３% 

生活困窮 １人 ３.３% 

精神的問題 １人 ３.３% 

その他の者からの暴力 １人 ３.３% 

合 計 ３０人 １００% 
 

 

表６ 一時保護利用者の年齢区分 

年齢区分 人数 割合 

１８～１９歳 １人 ３.３% 

２０～２９歳 ６人 ２０.０% 

３０～３９歳 ９人 ３０.０% 

４０～４９歳 ７人 ２３.３% 

５０～５９歳 ４人 １３.３% 

６０歳以上 ３人 １０.０% 

合 計 ３０人 １００% 

 
 

 

表７ 一時保護利用者の同伴家族の年齢区分 
 

内訳 人数 割合 

乳児 ５人 １８.５% 

幼児 １２人 ４４.４% 

小学生 ８人 ２９.６% 

中学生 １人 ３.７% 

義務教育終了児 １人 ３.７% 

１８歳以上 ０人 ０% 

合 計 ２７人 １００%  

 

表８ 一時保護利用終了後の処遇 

 
 

終了時の処遇 人数 割合 

女性自立支援施設入所 １６人 ５１.６% 

帰宅 ８人 ２５.８% 

帰郷 ２人 ６.５% 

自立 ２人 ６.５% 

その他 ３人 ９.７％ 

合 計 ３１人 １００% 

※ 各表の割合の合計は、端数処理のため100％とならない場合がある。 
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５ 長期保護の状況 

   長期的な保護が必要な女性については、女性自立支援施設（女性センターでの長期保

護）への入所となり、自立に向けた生活支援や就労支援を行っています。 

令和５年度の新規の施設利用の保護女性は16人で、同伴家族が16人となっています。 
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〇 利用理由 

長期保護利用の理由では、「夫等からの暴力」が11人（68.8%）で最も多く、次い

で「帰住先なし」が３人（18.8%）となっています。 

〇 利用者の年齢区分  

長期保護を利用した女性の年齢区分をみると、「40～49歳」が７人（43.8％）、次

いで「20～29歳」が３人（18.8%）となっています。 

〇 同伴家族の年齢区分 

長期保護を利用した女性の同伴家族の年齢区分をみると、「乳幼児」が７人（43.

8％）と最も多くなっています。 

  〇 利用期間 

長期保護を利用した期間は、「１月以上２月未満」が６人（37.5%）、次いで「１

月未満」が５人（31.3%）となっています。 

〇 利用終了後の処遇 

長期保護利用終了後の処遇としては、「自立」が８人（50.0%）と最も多くなって

います。 

表９ 長期保護の利用理由 

利用理由 人数 割合 

夫等からの暴力 １１人 ６８.８％ 

帰住先なし ３人 １８.８％ 

その他親族からの暴力 １人 ６.３％ 

その他の者からの暴力 １人 ６.３％ 

合 計 １６人 １００％ 

 

表10 長期保護利用者の年齢区分 

年齢区分 人数 割合 

１８～１９歳 ２人 １２.５％ 

２０～２９歳 ３人 １８.８％ 

３０～３９歳 ２人 １２.５％ 

４０～４９歳 ７人 ４３.８％ 

５０～５９歳 １人 ６.３％ 

６０歳以上 １人 ６.３％ 

合 計 １６人 １００％ 

 

 

表１１ 長期保護利用者の同伴家族の年齢区分 

内訳 人数 割合 

乳幼児 ７人 ４３.８％ 

小学生 ５人 ３１.３％ 

中学生 ２人 １２.５％ 

義務教育終了児 ２人 １２.５％ 

合 計 １６人 １００％ 

 

 

表１２ 長期保護利用者の利用期間 

年齢区分 人数 割合 

１月未満 ５人 ３１.３％ 

１月以上２月未満 ６人 ３７.５％ 

２月以上３月未満 ２人 １２.５％ 

３月以上６月未満 １人 ６.３％ 

６月以上１年未満 ２人 １２.５％ 

合 計 １６人 １００％ 

       ※前年度継続者を含む 

 

表１３ 長期保護利用終了後の処遇 

終了時の処遇 人数 割合 

自立 ８人 ５０.０％ 

社会福祉施設等入所 ５人 ３１.３％ 

帰郷 ２人 １２.５％ 

その他 １人 ６.３％ 

合 計 １６人 １００％ 

 

 

※ 各表の割合の合計は、端数処理のため100％

とならない場合がある。 
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６ 民間団体の活動状況 

県内で、困難な問題を抱える女性への支援活動を主として行っている民間団体は、

２団体あります。活動内容は、非配偶者を含めたＤＶ被害やストーカー行為、失業等に

よる経済的困窮などの問題を抱える女性の支援です。支援方法は、電話や面接による相

談支援やシェルターの提供、自立のための生活支援や同行支援などです。年間相談件数

は、令和５年度の２団体全体で1,122件（再掲）あり、県外在住者や外国籍の女性も含

め、多様な背景をもつ相談者の対応にあたっています。 

また、この他にこども食堂やひきこもり支援などの活動の中で女性支援を行っている

民間団体もあります。 

保護が必要な女性であって、行政が行う一時保護の利用は希望しない女性などを受け

入れるシェルターの運営等にあたっては、会員からの会費や寄付金等を主な財源として

いますが、民間団体が安定した活動を継続できるための財源や活動に携わる人材の確保

が課題となっています。法施行後は、困難な問題を抱える女性の安全確保や自立支援の

ため、民間団体が運営するシェルターのニーズはこれまで以上に高まっていくと考えら

れます。 

 

 表１４ 困難な問題を抱える女性の支援活動を主として行う民間団体 

団 体 名 所 在 地 

認定NPO法人 ウィメンズスペースふくしま 郡山市 

いわきふれあいサポート いわき市 

 

 

 表１５ 民間団体の支援状況・シェルター利用実績等 

認定 NPO 法人 ウィメンズスペースふくしま 

  支援人数 （うち同伴児） 
シェルター 
利用日数 

備考 

令和４年度 ６名 ０名 １２９日  

令和５年度 １０名 ３名 １５８日  

いわきふれあいサポート 

  支援人数 （うち同伴児） 
シェルター 
利用日数 

備考 

令和４年度 ３９名 １５名 １５７日 緊急一時保護を含む 

令和５年度 ２５名 ７名 ５１日 緊急一時保護を含む 

※ シェルター利用者には、自立した生活に向けての支援、面接相談、物資の提供（食料

品、生活用品）等を行っている。 
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第３章 計画の基本理念・基本目標                         

１ 基本理念 

 

女性の人権が尊重され、女性が安心して、かつ自立して暮らせる社会の実現 

女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり、女性であることにより、性暴力や性的虐待、

性的搾取等の性的な被害、不安定な就労状況や経済的困窮、ＤＶや予期せぬ妊娠による困難

な状況など、様々な困難に直面することが多くあります。 

県は、女性の人権の尊重について社会全体の認識を深め、市町村や民間団体・関係機関と

連携し、困難な問題を抱える女性が相談につながり、それぞれの意思が尊重されながら最適

な支援を受けることができる体制を構築します。 

また、こうした女性とともに生活する児童についても人権を尊重し、学習や生活に関する

最適な支援が行われるよう、児童福祉、教育の施策と連携しながら、相談支援体制を構築し

ます。 

 

２ 基本目標 

 １ 女性の人権を尊重し、暴力を許さない意識の醸成 

  ○人格形成過程において、人権の尊重や男女平等、性と生殖に関する健康と権利などの

教育を充実するとともに、あらゆる年代層において意識の醸成が図られるよう、啓発

を行います。 

  ○支援を必要としている対象者が自分自身の問題に気づき、必要な支援につながるよ

う、啓発活動を行います。  

○ＤＶは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であるとの認識を深め、あらゆる機会

を捉えて暴力防止に向けた普及啓発を行います。 

○暴力を許さない社会の実現のため、暴力の防止、通報や相談への対応、保護、自立支

援等多くの段階にわたって、県、市町村、地域が連携・協力して、様々な年齢層に対

する意識づくりを進めます。 

 

2 安心して相談できる支援体制の充実 

○困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者を発見した市町村や民間団体・関係機関が、必

要に応じ、女性センターやＤＶセンター、福祉事務所、警察等の支援機関と情報共有

しやすいよう、個人情報の取扱いを含む具体的な対応方法や連携の仕組みづくりを

進めます。 

  ○支援対象者にとって最も身近な相談機関として、市町村に相談窓口や、ＤＶセンター

の設置を促進します。 

○ＤＶに関する相談に適切に対応できるよう、相談機能の充実を図るとともに、ＤＶセ

ンター等の相談機関は、被害者の支援にあたり総合的で継続性をもった支援ができ

るようソーシャルワーク機能を充実させます。 
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3 困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者の安全な保護の実施 

○困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者の安全確保が最優先課題であることを認識し、

市町村や民間団体・関係機関が連携し、情報管理の徹底や被害者の状況に配慮しなが

ら、保護を実施します。 

 ○支援対象者の多様なニーズへの対応が可能となるように保護体制を充実します。 

○保護命令や被害者の安全を確保するその他の措置が適切になされるよう、関係機関

が連携して被害者の安全な保護に取り組みます。 

 

4 困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者の自立を支援する環境の整備 

○困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者が地域で再び自立して生活していけるよう、

市町村や民間団体・関係機関と連携し、総合的な支援体制を整備します。 

 

３ 施策体系 
                                    ◎主となる機関 

基本目標 実施項目 実施施策 担当機関 

Ⅰ 女性の

人権を尊

重し、暴力

を許さな

い意識の

醸成 

 

１ 女性の人権の尊

重や男女平等意識

の醸成を図るため

の教育・啓発  

(1) 小学校・幼稚園・保育所等にお  

ける性や人権・命に関する教育

の推進 

(2) 中学校・高等学校等における性

や人権・命に関する教育の推進 

(3) 県民に向けた啓発・広報の実施 

◎教育庁 

◎こども未来局 

○市町村 

○生活環境部 

 

２ 支援を必要とす

る女性等への啓発

と相談窓口等の周

知 

(1) 相談窓口の周知とアウトリーチ

を含めた多様な支援 

(2) 相談支援につながる居場所の提 

  供 

(3) 外国籍の女性やＤＶ被害者、障

がいのある方、性自認が女性で

あるトランスジェンダーの方

等への支援についての啓発 

(4) 男性や同性カップル間に起きる

DV 被害についての普及啓発 

◎こども未来局 

○県保健福祉事務所 

○市町村 

○生活環境部 

Ⅱ 安心し

て相談で

きる支援

体制の充

実 

 

 

１ 市町村における

相談支援体制の充

実 

(1) 相談窓口の設置 

(2) 女性相談支援員の配置 

(3) 各法律に基づく基本計画の策定 

(4)  ＤＶセンターの設置 

(5) 民間団体・関係機関との連携 

(6) 各法律に基づくネットワークの 

構築 

◎市町村 
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Ⅱ 安心し

て相談で

きる支援

体制の充

実 

２ 県保健福祉事務

所における支援の

充実 

(1) 女性相談支援員による相談対応 

(2) 必要な支援の検討 

(3) 対応方針の決定 

(4) 組織の相談対応力の向上 

(5) 市町村への支援・調整 

(6) 民間団体・関係機関との連携 

(7) 保護の検討・調整 

◎県保健福祉事務所 

 

３ 女性センターに

おける支援の充実 

(1) 県保健福祉事務所等への支援 

(2) 女性相談支援員等の相談対応能

力向上のための研修の充実 

(3) 専門家等による助言等 

(4) 民間団体・関係機関との連携 

◎女性センター 

 

４ 女性支援等を行

う民間団体の活動

の充実 

(1) 民間団体の強みを生かした支援 

(2) 県・市町村・関係機関との連携

強化等 

◎民間団体 

○こども未来局 

○女性センター 

○県保健福祉事務所 

○市町村 

○関係機関 

５ 関係機関におけ

る支援 

(1) 医療機関による支援 

(2) 弁護士会による支援 

(3) 民生委員・児童委員・人権擁護

委員等各相談員の協力 

(4) 警察による支援 

(5) 児童相談所による支援 

(6) その他関係機関による支援 

○関係機関 

○地域支援団体等 

○児童相談所 

○警察本部 

６ ＤＶセンターに

おける支援 

(1) ＤＶセンター機能の充実 

(2) ＤＶセンターと関係機関との 

連携 

(3) 市町村における相談体制整備へ

の支援 

◎ＤＶセンター 

○こども未来局 

○市町村 

7 県における全体

調整 

(1) 関係機関との情報共有及び協議 

(2) 関係機関との連携による支援の

充実 

 

 

 

◎こども未来局 
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Ⅲ 困難な

問題を抱

える女性

やＤＶ被

害者の安

全な保護

の実施 

 

１ 困難な問題を抱

える女性の保護 

 

(1) 安全な移送の確保 

(2) 保護・緊急避難の実施 

(3) 同伴児童に対する配慮 

(4) 県内の一時保護委託先の拡充及

び民間団体等との連携 

(5) 県域を越えた一時保護の検討 

(6) 迅速な苦情解決体制の整備 

(7) 女性センターにおける支援体制

の検討 

(8) 個別支援のための計画策定の在

り方に関する検討 

◎女性センター 

◎県保健福祉事務所 

○市町村 

○警察本部 

○児童相談所 

○民間団体 

２ 困難な問題を抱

える女性やＤＶ被

害者への法的手続

きへの支援 

 

(1) 生活再建、安全確保のための法

的手続きの周知 

(2) 追跡や加害行為があり、安全確

保が必要な場合の警察の対応 

(3) 法的手続きが必要な場合の女性

センターや女性相談支援員の

対応 

◎女性センター 

○警察本部 

○生活環境部 

○関係機関 

 

３ 保護命令制度等

司法手続きについ

ての支援 

(1) 保護命令等司法制度の周知 

(2) 保護命令の通知を受けた場合の

警察の対応 

(3) 保護命令の通知を受けた場合の

ＤＶセンターの対応 

◎ＤＶセンター 

◎警察本部 

○こども未来局 

〇生活環境部 

４ 困難な問題を抱

える女性やＤＶ被

害者の心身の回復

への支援 

(1) 医学的・心理学的支援の充実 

(2) 医療費に関する手続きの支援 

◎女性センター 

○医療機関 

○県保健福祉事務所 

○市町村 

５ 同伴児童への 

支援 

(1) 同伴児童への心身のケア 

(2) 同伴児童の学習の支援 

◎女性センター 

○児童相談所 

○医療機関 

６ 多様な背景を持

つ困難な問題を抱

える女性やＤＶ被

害者への支援 

 

(1) 困難な問題を抱える外国籍の女

性への支援 

(2) 障がいのある方への支援 

(3) 性自認が女性であるトランスジ

ェンダーの方等への支援 

(4) 男性や同性カップル間のＤＶ被

害への支援 

○女性センター 

○民間団体 

○県保健福祉事務所 

○生活環境部 
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Ⅳ 困難な

問題を抱

える女性

やＤＶ被

害者の自

立を支援

する環境

の整備 

１ 女性センターに

おける支援 

 

(1) 日常生活の回復支援 

(2) 外国籍の女性への対応 

(3) 自立生活準備のためのケースマ

ネジメント 

◎女性センター 

○関係機関 

○生活環境部 

２ 就労の支援 

 

(1) 就労に向けた支援 

(2) 職業訓練の実施 

◎女性センター 

○こども未来局 

○商工労働部 

○関係機関 

３ 地域での生活に

向けた支援 

(1) 住宅の確保 

(2) 生活保護 

(3) 生活困窮者自立支援事業 

(4) 健康保険 

(5) 保育所等の子育て支援 

(6) 住民基本台帳の閲覧等の制限 

(7) 母子生活支援施設の利用 

(8) 地域における活動支援 

(9) 地域において援助にかかわる 

専門家との連携 

◎女性センター 

○民間団体 

○市町村 

○県保健福祉事務所 

○土木部 

○保健福祉部 

○こども未来局 

○関係機関 

４ 同伴児童への 

支援 

 

(1) 同伴児童への心身のケア 

(2) 就学支援と安全確保 

◎女性センター 

○教育庁 

○市町村 

○児童相談所 

５ 地域における 

アフターケア 

 

(1) 県保健福祉事務所及び女性相談

支援員配置市等によるアフタ

ーケア 

(2) 市町村による支援 

(3) ひとり親家庭への支援 

(4) 地域の外国籍の女性への支援 

(5) その他関係機関による支援 

◎女性センター 

◎市町村 

◎県保健福祉事務所 

○民間団体 

○関係機関 

○こども未来局 

○生活環境部 

 

 




